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議案第３１号

常陸大宮市パークアルカディアの設置及び管理に関する条例

常陸大宮市パークアルカディアの設置及び管理に関する条例を別紙のとおり

制定するものとする。

令和５年３月２日提出

常陸大宮市長 鈴木 定幸

（提案理由）

パークアルカディア再整備・運営に関する民間提案制度の実施により、官民

連携し、アウトドアを中心としたネイチャーパーク推進事業を展開するため、

本条例を提案するものです。
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常陸大宮市パークアルカディアの設置及び管理に関する条例

常陸大宮市山方リフレッシュふるさと推進施設の設置及び管理に関する条例

（平成１７年常陸大宮市条例第６１号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第

１項の規定に基づき，常陸大宮市パークアルカディアの設置及び管理に関し

必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 本市の豊かな自然資源を生かした観光レクリエーションの場を提供す

ることで，交流人口の拡大を図り，もって地域振興に資するため，常陸大宮

市パークアルカディア(以下「パークアルカディア」という。)を常陸大宮市

山方５８５８番地の４に設置する。

（施設）

第３条 パークアルカディアは，次に掲げる施設で構成する。

（１） 多目的広場

（２） パターゴルフ場

（３） ふれあい交流体験館

（４） 陶芸工房

（５） 森林科学館

（６） その他パークアルカディアの設置目的に資する施設

２ 前項に掲げる施設のほか，附帯施設として御城展望台を常陸大宮市山方３

１７番地の１に設置する。

（管理の基本）

第４条 パークアルカディアは，常に良好な状態で管理し，その設置目的に応

じて最も効率的な運用をしなければならない。

（供用日等）

第５条 パークアルカディアの供用日及び供用時間は，規則で定める。

２ 市長は，特別な理由があると認めるときは，供用日及び供用時間を臨時に

変更することができる。

（利用の許可）

第６条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は，規則で定めるところによ

り，市長の許可を受けなければならない。

２ 市長は，前項の規定によりその利用を申請した者が第１１条各号のいずれ

かに該当するときは，許可しないことができる。

３ 市長は，施設の管理上必要があると認めるときは，利用の制限その他の条
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件を付して許可することができる。

（利用許可の取消し等）

第７条 市長は，前条の規定により利用の許可を受けた者（以下「利用者」と

いう。）が次の各号のいずれかに該当するときは，その利用の許可を取り消し，

若しくはその条件を変更し，又は行為の中止を命ずることができる。

（１） この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

（２） 利用の許可条件に違反したとき。

（３） その他市長が不適当と認めるとき。

（使用料）

第８条 利用者は，別表に掲げる施設の利用に係る料金（以下「使用料」とい

う。）を納付しなければならない。

２ 市長は，公益上必要があると認めるときは，規則で定めるところにより，

使用料を減免することができる。

（利用者の義務）

第９条 利用者は，利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し，又は転貸

してはならない。

２ 利用者は，その利用を終了したとき（第７条の規定により利用の許可を取

り消されたときを含む。）は，当該施設及びその備品等を速やかに原状に回復

し，又は搬入した物件を撤去しなければならない。

（行為の特例）

第１０条 パークアルカディアの設置目的を達成するために必要であると市長

が認める場合に限り，当該施設において，次の行為をすることができる。

（１） 物品の販売，募金その他これらに類する行為をすること。

（２） 業として写真又は映画を撮影すること。

（３） 興行を行うこと。

（４） 集会，展示会その他これらに類する催しのため，施設の一部又は全

部を独占して使用すること。

２ 前項の場合において，市長は，パークアルカディアの管理・運営上必要な

条件を付すことができる。

（入場の制限等）

第１１条 市長は，パークアルカディアに入場しようとする者又は現に入場し

ている者が，次の各号のいずれかに該当するときは，その入場を拒否し，若

しくは制限し，又は退去を命ずることができる。

（１） 公の秩序を乱し，又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

（２） 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益

になると認めるとき。

（３） その他市長が不適当と認めるとき。
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（原状回復義務等）

第１２条 パークアルカディアにおいて，その施設及び備品等を損傷させ，又

は滅失させた者は，これを原状に回復し，又はその損害を賠償しなければな

らない。

(指定管理者による管理）

第１３条 パークアルカディアの管理は，法人その他の団体であって市長が指

定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。

２ 前項の規定によりパークアルカディアの管理を指定管理者に行わせる場合

は，第５条第２項の規定にかかわらず，指定管理者は，あらかじめ市長の承

認を得て，パークアルカディアの供用日及び供用時間を臨時に変更すること

ができる。

３ 第１項の規定によりパークアルカディアの管理を指定管理者に行わせる場

合においては，第６条，第７条，第１０条及び第１１条の規定中「市長」と

あるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

（指定管理者が行う業務）

第１４条 指定管理者は，次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を

行うものとする。

（１） パークアルカディアの利用の許可等に関する業務

（２） パークアルカディアの維持管理（市長が必要と認める事項に限る。)

に関する業務

（３） 前２号に掲げるもののほか，市長がパークアルカディアの管理上必

要と認める業務

（管理の基準）

第１５条 指定管理者は，第４条に規定するもののほか，次に掲げる基準によ

り，指定管理業務を行わなければならない。

（１） 関係法令及び条例の規定を遵守し，適正な管理を行うこと。

（２） 平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。

（３） パークアルカディアの維持管理を適切に行うこと。

（４） 指定管理業務により取得した個人情報を適正に取り扱うこと。

（利用料金）

第１６条 第１３条第１項の規定によりパークアルカディアの管理を指定管理

者に行わせる場合は，第８条第１項の規定にかかわらず，指定管理者にパー

クアルカディアの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管

理者の収入として収受させるものとする。

２ 利用料金は，別表に掲げる使用料の額の範囲内において，あらかじめ市長

の承認を得て，指定管理者が定める。

３ 指定管理者は，公益上必要があると認めるときは，あらかじめ市長の承認
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を得て，利用料金を減免することができる。

（委任）

第１７条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，

規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和５年６月１日から施行する。

（常陸大宮市山方森林科学館の設置及び管理に関する条例の廃止）

２ 常陸大宮市山方森林科学館の設置及び管理に関する条例（平成１７年常陸

大宮市条例第５９号）は，廃止する。

（常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例の一部改正）

３ 常陸大宮市営公園の設置及び管理に関する条例（平成１９年常陸大宮市条

例第３３号）の一部を次のように改正する。

別表第１中泉公園の項の次に次のように加える。

別表(第６条，第８条，第１６条関係)

備考

（１） 大人とは，中学校の生徒を除く年齢１５歳以上の者をいう。

（２） 小人とは，小学校の児童及び中学校の生徒をいう。

（３） 幼児とは，小学校学齢に達しない者をいう。

清流公園 常陸大宮市山方５３０番地先河川敷

施設名 使用料

パターゴルフ場 １８ホール（１ラウンド）

大人 ６２０円

小人 ３００円

幼児 無料

陶芸工房 無料

森林科学館

(木工芸体験室)
無料
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